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配当政策の基本方針の変更に関するお知らせ 

 

 

 当社は、平成 30 年 10 月 12 日開催の取締役会において、配当政策に関する基本方針を下記の

とおり変更することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

 

記 

 

 

配当政策に関する基本方針の変更 

 （１）これまでの基本方針 

    当社は、株主の皆様への利益還元をより一層強化するため、平成28年８月期以降は、年 

   間配当金12円以上を前提に、配当性向70％以上の安定配当を今後の基本方針といたします。 

     また、引き続き、業界における環境の変化や企業間競争の激化に対応できる企業体質の強 

   化、並びに将来の事業展開に備えるための内部留保の充実も図ってまいります。 

 

（２）新たな基本方針 

   当社は、株主の皆様への利益還元をより一層強化するため、平成31年８月期以降も、年 

      間配当金12円以上を前提に、配当性向70％以上の安定配当を今後の基本方針といたします。 

      ただし、特殊要因がある場合には、これを加減算した調整後の親会社株主に帰属する当期

純利益を基に配当額を決定することがあります。 

また、引き続き、業界における環境の変化や企業間競争の激化に対応できる企業体質の強 

    化、並びに将来の事業展開に備えるための内部留保の充実も図ってまいります。 

 

 
以  上 


